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１．電気料金について
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規制料金の対象外
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〇電気料金は、国の認可等が必要な「規制料金」と、事業者の判断で自由に設定できる「自由料金」の2種類あり、電気のご使用形態により
、「自由料金」の方が安価になります。

〇いずれの料金も毎月の貿易統計による燃料費調整を実施し、燃料価格の変動を料金に反映しています。（自由料金には、燃料費調整額
の算定に用いる平均燃料価格の上限・下限なく反映されます。）

電気のご使用形態によ
り、「規制料金」よりも安
価なメニューになります。

２．電気料金に含まれる託送料金について

〇託送料金とは、送配電網の利用料金であり、当社および新電力も含め、全ての小売電気事業者が負担するものとなっております。

〇2023年4月より、再生可能エネルギー主力化やレジリエンス強化等を図ることを目的とした新たな託送料金制度が導入され、当該制度
に伴う託送供給等約款について、日本全国全てのエリアで見直され、2023年1月に国に認可されています。


